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公民分館予算の概要 

 

１ 公民分館予算のしくみ 

公民分館の予算は、事業を実施するたびに「公民館から直接支払う予算」と年度当初に

「一括してお渡しする予算」（分館活動交付金）との２つがあります。 

 

（１）公民館から直接支払う予算 

予算の費目 支出する内容 手続きの方法 

講師謝礼金 

・講座講師への謝礼金 

(年間上限 30,000円 講師単価の

上限 10,000円) 

・人権学習講座講師への謝礼金 

(上限 10,000円) 

・講座終了後、公民館で支払手続

きを行いますので、講座最終日

までに口座振込依頼書をお預

かりください。 

謝礼､旅費 
分館長・主事謝礼、近畿公民館大会

参加等の旅費 
公民館で支払手続きを行います。 

※別途、会場借上料を割り当てている分館もあります。 

【新設】会場借上料の割り当てがある分館は、年度初めに会場使用料と年間の 

使用予定表（使用回数がわかるもの）の提出をお願いします（様式自由）。 

 

（２）一括してお渡しする予算（分館活動交付金） 

この予算は、公民館から直接、各分館の指定する金融機関口座へ振り込みます。 

 

 

２ 分館活動交付金の執行について 

分館活動交付金は、市における公金の取り扱いに準じ、支出の妥当性・支出手続きの

適正化が求められます。最小の経費で最大の効果をあげられるよう、年間を通して計画

的、有効かつ適切な執行をお願いします。 

 

（１）交付金の趣旨 

分館長（公民館条例施行規則第4条。以下「分館長」という。）は、公民分館活動を

円滑に図り、地域の実情に即した事業を展開するために、この交付金を適正に執行し

てください。 

 

（２）交付金の額 

交付金の額は、年度予算の範囲内で交付するものとし、今年度の各分館の交付額は、

別途配布する「分館予算配当表」をご覧ください。１分館あたり平均７８万円で、校区
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の人口により多少異なります。 

 

均等割 人口割（平均） 

４２５，０００円 ３５９，０００円 

（３）交付金の申請手続き（各書類の提出期日は P３７をご覧ください） 

①交付申請 

・分館長は、交付申請にあたり、交付金交付申込書（様式 1）を作成し、交付金  

事業計画書（様式2）及び交付金執行計画書（様式3）を添付のうえ、担当公民

館へ提出してください。 

②交付決定 

・教育委員会は、分館長の交付申請に基づき、申請内容が第 2 条の趣旨に照らし

妥当と認め、交付金の交付決定をしたときは、交付金交付決定書（様式 4）によ

り分館長に通知します。 

   ③交付金の請求 

・分館長は、教育委員会の交付決定を受け、交付金交付請求書（様式5）に交付金

交付決定書の写しを添え、担当公民館へ提出してください。 

   ④予算支出計画書は不要になりました 

・予算支出計画書（様式6）は不要になりました。 

   ⑤交付金の交付 

・教育委員会は、指定された口座に交付金を振り込みます。 

 ※教育委員会は、交付金執行に係る適正化を期するため、必要がある時は、分館

長に対し随時、必要な指示および検査をすることができるものとしています。 

 ※教育委員会は、次の各号の一つに該当するときは、交付決定の全部または一部

を取り消すことができるものとしています。 

⇒交付金を交付申請内容以外に使用したとき 

⇒その他、教育委員会が適切な執行でないと認めたとき 

※教育委員会は、交付決定の取消をした場合において、当該取り消しに係る交 

付金が既に交付されているときは、分館長に対し、期限を定めて、その返還を

命ずることができるものとしています。 

   ⑥交付金の執行 

・交付金の執行については、分館活動交付金出納簿（様式 8）により出納簿を作 

成してください。 

・交付金の出納については、分館活動交付金支出書（様式9）により支出してくだ

さい。また、領収書は、支出書に貼付し、整理してください。なお、分館長、主

事、会計の押印は不要になりました。 

※物品購入（体育祭参加賞等）については、エコマークのついたものなど環境に

配慮した物品をできるだけ市内業者から購入してください。 

※領収書（レシートを含む）のあて名は分館名の記載があるものとしてください。 

※可能な限り領収書（社店名・所在地・代表者名のあるもの）を請求するように

してください。なお、領収書が取れない場合はレシートでの提出も可とします。 
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※感熱紙の領収書、レシートのコピーは不要です。 

※切手、はがき代については、受払簿を作成し、保管してください。 

   ⑦精算報告 

・分館長は、交付金精算書（様式7）により、毎年3月31日現在で精算を行い、

分館活動交付金出納簿（様式８）、分館活動交付金支出書（様式9）とともに担

当公民館へ提出してください。 

交付金を管理している預金通帳は３月３１日以降に記帳しておいてください。そ

の際に残金を残しても出金してもどちらでも構いませんが、書類上の残金と必ず

合わせてください。令和６年度の交付金精算書類分から通帳のコピーの提出を省

略いたします。 

・３月３１日現在で残金が生じた場合は、上記の書類を担当公民館が確認後、不備が

なければ納付書をお渡ししますので市に戻入してください。 

 

（４）交付金から支出できる項目 

市の規定に準じて、おおむね次の支出科目に沿い、分館活動を円滑に行ううえで、 

交付金の交付年度に必要なものについて執行をお願いします。執行計画書（様式 3）

を作成する際にもご留意ください。 

 

経費区分 主な内容とポイント 

報償費 謝礼金 

公民館から直接支払う分館講座や人権学習講座以外に分館独自

で実施する事業の講師謝礼、審判謝礼など。 

※謝礼を受け取られた人から必ず領収書を受け取り、支出書に

領収書を添付してください。 

旅費 費用弁償 

分館役員が公民館または公民分館協議会が主催する事業等に参

加したときの交通費。 

〇対象となる経費は、公共交通機関（軌道・バス）を利用した

経費。 

〇支払いの対象者は、年度当初に提出していただいた分館役員

名簿に記載されている人を対象（謝礼を受領している分館長

および主事は除く）。 

〇対象となる用件は・・・ 

・公民館または公民分館協議会が主催する事業（主事・会

計事務説明会、全体交流会等）に参加する場合。 

・公民分館主催事業で主催者の立場で参加する場合（ハイ

キングの下見や引率等）。 

〇支出方法は、支出書の「品名」欄に用件、期日、行き先（会

場）、参加者名を記入してください。 
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需用費 

消耗品費 

１品２万円未満で、一度または短期間（１年程度）の使用によ

り消費され、保管や管理ができない物品の購入費。 

※コピー代、熱中症対策用飲料、参加賞・記念品としての食料

品は消耗品で計上してください。 

耐久性 

消耗品費 

管理保管が可能であり、１年以上使用できるものであって、購

入単価税込２万円以上１０万円未満のもの（令和 4 年度から

執行可能）。 

※但し、次のものは 1 万円以上となります。机、いす、折り

たたみ机、折りたたみパイプ椅子、ロッカー、パソコン本

体、プロジェクター、プリンター、デジタルカメラなど。 

※耐久性消耗品の購入については、公民分館活動交付金執行計

画書（様式３）、公民分館予算支出計画書（様式６）に記載

してください。耐久性消耗品の合計は税込１０万円未満にお

さめてください。また、分館において所在や個数が把握でき

るように台帳、シール等で適切に管理してください。 

※税込１０万円以上は備品になるので購入できません。 

食糧費 

行事等の際のスタッフや来賓等の食料品の購入費。各種会合・

会議時の茶菓子など。 

※食糧費の合計は交付金の１０％以内におさめてください。 

印刷製本費 印刷および製本を発注した場合にかかる経費。 

燃料費 
暖房、炊事などの燃料や事業に係る物品の運搬に使用した自家

用車等のガソリンなどの経費。 

役務費 

通信運搬費 

郵便、通信、運搬にかかる経費。切手はがき代、ホームページ

管理料、携帯電話代など。 

※切手、はがき代については、受払簿を作成し管理してくださ

い。 

※インターネット回線使用料、プロバイダー料、ホームページ

管理料、携帯電話代は、分館名・分館長または主事名で契約

した場合に限り通信運搬費として計上できます（ホームペー

ジ管理料は、分館が独自にホームページを作成し管理する場

合に計上できます。）。 

手数料 

特定の個人などからサービスの提供を受けたことに対して支払

う経費。クリーニング代、印紙代、封入・差込、一般廃棄物処

理、ごみ処理施設使用料など。 

保険料 
市長会保険の補償に加えて保険に加入する際の保険料。 

※熱中症は市長会保険と活動行事見舞金の対象外です。 

使用料及び 

賃借料 
自動車借上料 

レンタカー・貸切バスの借り上げなどにかかる経費。通行料、

駐車・駐輪場利用料なども計上できます。 
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※社会見学等の際の貸切バスの借上料については、交付金で充

当できる金額は２５万円以内とします。 

会場借上料 各種会合・会議、講座などの会場使用料。 

機械器具 

借上料 

各種行事やパソコンや印刷機等の分館の事務で使用する機械器

具の借り上げ（リース・レンタル）にかかる経費。 

使用料 

著作権使用料、クラウドシステム等の Web サービス使用料

（例:Zoomの使用料）、社会見学での施設入場料など。 

※Webサービス使用料は、分館の主催事業を実施するにあた

り、分館名・分館長または主事名で契約した場合に限り計上

できます。 

負担金補助及び

交付金 
負担金 

任意団体の構成員としての負担金や各種実行委員会の分担金な

ど。 

 

 

３ 執行上の留意事項 

①１品税込１０万円以上の物品は、備品扱いとなり交付金では購入できません。 

②年度当初に計画していなかった事業を年度中に実施することになった場合等に伴い、 

交付金の執行が必要となった場合は必ず事前に担当公民館にご相談ください。 

※事後になった場合は、交付金として執行できなくなる場合があります。 

③特段の事情で講座謝礼金の単価が上限額を超える場合は、必ず事前に担当公民館に 

ご相談ください。 

※事後になった場合は上限額を上回った分についてはお支払いができなくなる場合があり 

ます。 

 

４ 交付金の対象となる事業について 

交付金の対象となる事業等はおおむね以下のとおりです。 

 人権学習講座    体育祭       

 分館講座      文化祭       

 社会見学      分館だよりの発行  

但し、いずれの事業も必須という位置づけではなく、検討し実施できない場合は、こ

れらに代えて地域貢献につながり、多くの人が参加できるような独自の事業を行なって

いただくことも可能です。詳細は、事前に担当公民館にご相談ください。 

 社会見学については、分館活動の参考となる訪問先を選定してください。なお、社会

見学実施前に事業計画書を別途作成のうえ、目的を明確にしておいてください。（社会見

学実施計画書の提出は不要です。） 
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様式１ 

 

 

令和８年度（2026 年度）公民分館活動交付金交付申込書 

 

 

令和８年（2026 年）４月１日 

   

  豊中市教育長 

  岩 元 義 継 様 

 

 

豊中市  ▲ ▲    公民分館 

 

分館長 ■ ■  ■ ■    

                 

 

 

令和８年度公民分館活動交付金につき、関係書類を添付のうえ、 

下記金額を交付されるよう申し込みます。 

 

 

 

記 

 

 

    活動交付金額       ￥ ＸＸＸ，ＸＸＸ   

 

 

 

 

添付書類    ・公民分館活動交付金事業計画書 

 

・公民分館活動交付金執行計画書 

                                



 - 8 - 

様式 ２ 

 

 

 

 

令和８年度（2026 年度）公民分館活動交付金事業計画書 

 

 

豊中市  ▲  ▲  公民分館 

 

目  標 

○人権尊重の精神が、住民の暮らしの中に広がり 

深まるように努める。 

○住民の生涯にわたる多様な学習要求が実現でき 

るように努める。 

○住民の地域連帯意識の高揚をはかり、民主的で 

  明るい地域社会づくりが進められるように努める。 

月 別 事 業 内 容 

実 施 月 事 業 内 容 

４ 公民分館講座 

６ スポーツ大会 

８ 夏まつり 

９ 公民分館講座 

10 体育祭 

11 文化祭、ふれあいウォーキング 

２ 人権学習講座 

２ 公民分館だよりの発行 

４～３ 地域こども教室 

  
 

 

 



- 9 - 

様式 ３ 

令和８年度（2026 年度）公民分館活動交付金執行計画書 

 

豊中市   ▲ ▲     公民分館 

（収入） 

項 目 予 算 額 説             明 

交 付 金 ７００，０００ 活動交付金 

預 金 利 息 ３ 預金利息 

計 ７００，００３  

 

（支出） 

節 細   節 予 算 額 説        明 

報 償 費 謝 礼 金 30,000 スポーツ大会審判謝礼 

旅 費 費 用 弁 償 3,960 分館協議会全体交流会参加交通費 

需 用 費 

消 耗 品 費 350,000 体育祭、文化祭、スポーツ大会 

耐久性消耗品費 20,000 プリンター 

食 糧 費 50,000 各種会議茶代、体育祭スポーツドリンク代 

印刷製本費 100,000 公民分館だより 

燃  料  費 5,000 ガソリン代 

役 務 費 

通信運搬費 10,043 切手、ハガキ代 

諸 手 数 料 5,000 作業代 

保 険 料 6,000 傷害保険料 

使  用  料 

及び賃借料 

機械器具借上料 20,000 体育祭 

会場借上料 10,000 公民分館講座、文化祭 

自動車借上料 20,000 体育祭、文化祭、社会見学 

使 用 料 20,000 Zoom の使用料 

負担金補助 

及び交付金 
負 担 金 50,000 ブロック協議会バレーボール大会 

計 ７００,００３  

 

備 考  

 



公民館→公民分館への交付決定通知 

                          様式４ 
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豊中公 第  号 

令和８年（2026年） 月 日 

 

豊中市 ▲▲ 公民分館  

分館長 ■■ ■■ 様 

 

 豊中市教育長      

岩元 義継 

       

 

 

令和８年度公民分館活動交付金交付決定通知書 

 

 令和８年Ｘ月Ｘ日付で申込みのあった令和８年度公民分館活動交付金の交付

について下記のとおり決定します。 

 なお、交付金の執行にあたっては、公民分館活動交付金交付要項並びに執行

要領を順守し適正に支出されるよう条件を付します。 

 

 

記 

 

 

交付決定額 ¥ ＸＸＸ，ＸＸＸ円 
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様式５ 

 

令和８年度（2026 年度）公民分館活動交付金交付請求書 

 

 

令和８年（2026 年）４月  日 

 

豊中市教育長 

 岩 元 義 継 様 

 

 

豊中市  ▲  ▲  公民分館 

 

                  分館長 ■ ■  ■ ■   

                    

 

 

 

令和８年度 公民分館活動交付金として、下記金額を請求します。 

 

 

記 

 

請求金額       ￥ ＸＸＸ，ＸＸＸ．―  

 

   活動交付金振込先 

▲ ▲ 

銀 行 

信用金庫 

農業協同組合 

  ◆ ◆ ◆ 支店 

普通 ・ 当座 口座番号 ＸＸＸＸＸＸＸ 

振込口座名義 

フリガナ 

     ▲▲ｺｳﾐﾝﾌﾞﾝｶﾝ ﾌﾞﾝｶﾝﾁｮｳ■■■■■■■■  

 ▲▲公民分館 

       分館長■■ ■■ 

 

   

 

※振込口座名義に分館名が含まれる場合は、分館名も正確に書いてください  

日付は記入しないでください 
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様式７ 

 

 

令和８年度（2026 年度）公民分館活動交付金精算書 

 

 

令和９年（2027 年）３月３１日 

 

豊中市教育長 

岩 元 義 継 様 

  

 

 

豊中市  ▲  ▲   公民分館 

 

分館長 ■ ■  ■ ■    

   

 

 

 

 

令和８年  月  日付 第    号により交付の決定を受けた公民 

分館活動交付金の執行について、下記のとおり精算します。 

 

記 

 

 

 

 

 

      

 

      

 

 

 

交 付 決 定 額 ＸＸＸ，ＸＸＸ 

当該年度預金利息       Ｘ 

総 計 ＸＸＸ，ＸＸＸ 

今 年 度 執 行 済 額 ＸＸＸ，ＸＸＸ 

残      額   Ｘ，ＸＸＸ 

市 へ の 戻 入 額   Ｘ，ＸＸＸ 

 

空欄にしておいて下さい 



▲▲ 公民分館

 

整理

番号

　 令和８年度交付金 700,000 700,000

1
X／
XX

需用費 消耗品費 3,200 696,800

2
X／
XX

需用費 食糧費 1,251 695,549

X／
XX

利息 2 695,551

3
X／
XX

需用費 消耗品費 32,055 663,496

4
X／
XX

役務費 諸手数料 420 663,076

5 ／

6 ／

7 ／

8 ／

9 ／

10 ／

11 ／

12 ／

13 ／

14 ／

15 ／

16 ／

17
X／
XX

体育祭プログラム 印刷製本費 50,000 392,286

小　　　計 700,002 307,716 392,286

様式　８

分館活動交付金出納簿

日付 節 細　　節 収　　入 支　　出 残　　額

      —13-                                           ( 1/X )

収入は番号をつけない
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様式９（修正） 

 

 

分館活動交付金支出書 

 令和８年度 起票日 ×× 年 ×× 月 ×× 日  

支出 第１０号  節 需 用 費 細節 消 耗 品 費 

支払金額 ￥ ２８，１８８．－ 
 
購入明細(レシート・領収書で購入内容等が分からない場合は、明細表のご記入または、明細書を添付してください) 

【 体育祭  】 

※ 領収額のうち 28,188 円を交付金から支出  ※購入明細の訂正には訂正印が必要 

                      ※支払金額欄の訂正はできません 

商  品  名 単価 数量 金額 

ティッシュペーパー 198 50 
9,900 

9,800 

ラーメン    98     50 4,900 

お菓子（××××） 148 50 7,400 

お菓子（△△△△） 78 50 3,900 

消費税   2,088 

 

領収書貼付欄（必ずのり付け） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

領 収 書 
  

□□□ 公民分館 様 
                     ××年××月××日 
 

￥２８，５００．－ 
 

上記のとおり領収しました。 

  

                豊中市曽根東町××丁目××番××号           

                      株式会社 □□□□□  ●●●●  

 

様式８ 出納簿の整理番号と同じ 

事業名（体育祭・文化祭・●●会議など）を記入 

個人名はダメ 

高額な場合は収入印紙が必要 

交付金の残高が足りず、 

不足額をほかの経費から補う場合 

○印  



交通費を支払う場合 

- 15 - 

様式９－１ 

 

 

分館活動交付金支出書 

 令和８年度 起票日 ×× 年 ×× 月 ×× 日  

支出 第 ５ 号  節 旅 費 細節 費 用 弁 償 

支払金額 ￥ ３，９６０．－ 

   
明細 

内容 主事会計説明会（●●会議などを記入） 

日付 令和８年４月６日 

行先 中央公民館（会場・行き先の名称を記入） 

対象者 ●● ほか✖名（代表参加者名と人数を記入） 

 
 

様式８ 出納簿の整理番号と同じ 
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様式 １０   

 

 

口座振込依頼書（分館長用） 
 

▲ ▲ 

 

銀 行 

 

信用金庫 

 

農業共同組合 

 

◆ ◆ ◆   支店 

 

１．普通    ２．当座 口座番号 ＸＸＸＸＸＸＸ 

振 込 

口 座 

名 義 

（フリガナ）  ■■■■■■■■ 

■ ■  ■ ■ 

住 所 

 

  

 豊中市●●●Ｘ－Ｘ－Ｘ 
 

℡（ＸＸＸ） ＸＸＸＸ－ＸＸＸＸ 

 

                             （分館名  ▲ ▲  公民分館） 

 

※本票は、銀行振込完了後、提出日の属する会計年度末に廃棄します。 

なお、当該会計年度末において、次年度も引き続き口座振替を依頼する予定があるときは、保存期間を

1年更新するものとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【公民館記入欄】 

 

 

 

 

債権者コード  
マイナンバー

登録 
未 ・ 済 
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様式 １１ 

 

令和８年度（2026年度）公民分館主事報告書 

 

豊中市教育長 

岩元 義継 あて  

 

豊中市  ▲  ▲  公民分館 

 

分館長  ■ ■  ■ ■  

 

令和８年度（2026年度）の主事を下記のとおり報告いたします。 

 

記 

 

（フリガナ） 

名 前 

    生年月日 

   ◆◆◆◆ ◆◆◆◆◆ 

◆  ◆   ◆  ◆ 

××年××月××日 生まれ 

住 所 

〒×××－×××× 

  豊中市●●●Ｘ－Ｘ－Ｘ 

℡（××××）××××－×××× 

 

口座振込依頼書（分館主事用） 

 

▲ ▲ 

銀 行 

信用金庫 

農業協同組合 
◆ ◆ ◆   支店 

１．普通    ２．当座 
口座番号 ＸＸＸＸＸＸＸ 

振 込 

口 座 

名 義 

（フリガナ）  ■■■■■ ■■■■ 

■ ■   ■ ■ 

住 所 

 

豊中市●●●Ｘ－Ｘ－Ｘ 

℡（ＸＸＸ） ＸＸＸＸ－ＸＸＸＸ 

                          （分館名  ▲ ▲  公民分館） 

 

※本票は、銀行振込完了後、提出日の属する会計年度末に廃棄します。 

なお、当該会計年度末において、次年度も引き続き口座振替を依頼する予定があるときは、保存期間を1年更新するもの

とします。 

 

【公民館記入欄】 

 

令和８年度 

源泉徴収者登録番号  
マイナンバー登

録 
未 ・ 済 
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様式 １３ 

令和８年度（2026 年度） 公民分館役員名簿 

▲  ▲  公民分館 

役職 名    前 住          所 電話番号 

分館長 ■ ■ ■ ■ 豊中市●●●Ｘ－Ｘ－Ｘ ××××－×××× 

主 事 ■ ■ ■ ■ 豊中市●●●Ｘ－Ｘ－Ｘ ××××－×××× 

会 計 ■ ■ ■ ■ 豊中市●●●Ｘ－Ｘ－Ｘ ××××－×××× 

副分館長 ■ ■ ■ ■ 豊中市●●●Ｘ－Ｘ－Ｘ ××××－×××× 

 
   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

【参考】 

ｽﾎﾟｰﾂ 
推進委員 

■ ■ ■ ■ 豊中市●●●Ｘ－Ｘ－Ｘ ××××－×××× 

 ※この名簿は、５月１１日（月）までに、担当公民館へご提出ください。 

 ※分館で独自に作られている名簿があれば、それを代わりに提出していただいても結構です。 

 ※お預かりしました個人情報は、目的外には使用しません。 

※様式１３と様式１４を兼ねる場合は下欄に☑を入れてください。 

◆様式１３と様式１４を兼ねる□ 
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様式 １４ 

令和８年度（2026 年度） 公民分館運営委員名簿 

▲  ▲  公民分館 

役  職 名    前 住          所 電話番号 

運営委員長 ■ ■ ■ ■ 豊中市●●●Ｘ－Ｘ－Ｘ ××××－×××× 

副運営委員長 ■ ■ ■ ■ 豊中市●●●Ｘ－Ｘ－Ｘ ××××－×××× 

運営委員 ■ ■ ■ ■ 豊中市●●●Ｘ－Ｘ－Ｘ ××××－×××× 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 ※この名簿は、５月１１日（月）までに、担当公民館へご提出ください。 

 ※分館で独自に作られている名簿があれば、それを代わりに提出していただいても結構です。 

 ※お預かりした個人情報は、目的外には使用しません。 

※様式１３で回答いただく事も可。その場合は、様式１３下部欄に☑を入れてください。 



- 20 - 

様式 １５ 

 

 

令和８年度（2026 年度） 公民分館育成グループ一覧表 
 

▲  ▲  公民分館 

グループ名 内    容 活 動 日 活 動 場 所 会員数 月会費  

郷土史を学ぶ会 郷土史研究 第３週 金曜日 ××分館室 ×× ××× 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

※この書類は、５月１１日（月）までに、各担当公民館へご提出ください。 
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様式 １６ 

 

令和８年度（2026 年度） 公民分館事業報告 
 

▲  ▲  公民分館 

行 事 名 実 施 月 日 会 場 延べ参加者数 
 

分館 

講座 

パソコン講習    （４回） ×／××～×／×× ●●小学校 
人 

３７ 

（ 回）    

楽しい絵手紙   （３回） ×／××～×／×× 公民分館室 ××× 

ビーズアクセサリー 

（１回） 
××月××日 公民分館室 ××× 

体 育 祭  市民体育祭 ××月××日 ×××××××× ××× 

文 化 祭  文化フェスティバル ××月××日 ×××××××× ××× 

人権学習講座（みんなの人権） ××月××日 ×××××××× ××× 

人権学習講座 ××月××日 ×××××××× ××× 

社 会 見 学 ××月××日 (見学場所、学習内容) ××× 

親子でハイキング ××月××日 ×××××××× ××× 

納涼大会 ××月××日 ×××××××× ××× 

分館だよりの発行（年３回） ××月××日 ×××××××× 
各 3,000

部 

    

その他、地域で共催で行っている

事業もあればお書きください 
   

    

    

    

    

  ※この書類は、令和９年４月１４日（水）までに、担当公民館へご提出ください。 



分館長名義以外の口座への交付金振り込みの場合のみ提出 
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委  任  状 
 

 

豊中市長 様 

 

令和８年度（2026 年度）公民分館活動交付金の受領については、 

 

下記の者に委任します。 

 

 

記 

 

 

（受任者） 

                               

 

 

 

令和８年（2026 年）４月１日 

 

 

 

委任者（分館長）住所  豊中市                     

 

委任者（分館長）名前                            

※自署または記名と押印 （分館長個人印）をしてください 



                   -20- 

市長会保険・活動行事見舞金制度のしくみ 

じじこ 

 

 

 

 

                                                      

 

事 業 参 加 中   往 復 途 上 

 

 

・６日以上の通院 
・入院 
・死亡・後遺障害 

・通院 
・入院 
・死亡・後遺障害 

入院・通院申告書、同意書、個人情報の 

取扱に関する同意書、口座振替依頼書 

通院・入院日数報告書＜見舞金様式 2＞ 

地図、口座振替依頼書、医療機関の領収書のコピー 

市 長 会 保 険 

（全国市長会市民総合賠償補償保険） 

賠

償

補

償

保

険

金 

死亡・後遺障害  100 万 

通 
 
院 

６～１５日   １万 
１６～３０日   ３万 
３１～６０日 ４．５万 
６１日以上    ６万 

入 
 
 
院 

１～ ５日   １万 
６～１５日   ３万 

１６～３０日   ６万 
３１～６０日   ９万 
６１～９０日  １２万 
９１日以上   １５万 

活動行事見舞金 

（市が主催する活動及び行事に係る見舞金支給要綱） 

障

害

見

舞

金 

死亡・後遺障害  ３０万 

通 
 
院 

１～ ５日 １日千円 
６～１５日   １万 

１６～３０日   ３万 
３１～６０日 ４．５万 
６１日以上    ６万 

入 
 
 
院 

１～ ５日   １万 
６～１５日   ３万 

１６～３０日   ６万 
３１～６０日   ９万 
６１～９０日  １２万 
９１日以上   １５万 

1～５日の通院 

治 療 終 了 

※事故発生から保険・見舞金請求に関して、不明な点がござい

ましたら、担当公民館にお尋ねください。 

※対象は、市が主催・共催する体育祭・文化祭等の行事の参加者です。育成グループ等の定期・定例の事 

 業・活動は対象外です。 

※行事の観覧者・応援者は、当該行事に直接起因して負傷した場合は対象となりますが、観覧中に自分の 

 不注意で負傷した場合は対象となりません。（例えば、ソフトボール大会で打者の打ったファウルボー 

 ルが当たり、負傷した場合は対象となりますが、競技に使用しない遊具で遊んでいて転落したような場 

 合は、当該行事に直接起因した事故とならないので対象となりません。） 

※事故発生日から180日の通院・入院日数が対象です。事故発生日から180日経過後は、治療が完了 

 していない場合でも必要書類を担当公民館に提出してください。 

※病院の治療が対象。原則あんま・マッサージ・鍼灸などは対象外です。 

※補償金額が10万円を超える場合は、必要時に所定様式の診断書をお渡ししますので、医療機関で証明 

 を受けてください。 

※提出は、行事の参加者名簿とともに担当公民館へお願いします。 

事 故 発 生 
初期対応（応急処置・病院 
搬送等）をお願いします。 

事故発生状況報告書＜市長会保険・見舞金様式１＞ 

※事故発生からすみやかに行事の参加者名簿とともに、 

担当公民館へ提出してください。 
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＜市長会保険・見舞金 共通様式１＞ 

 

事故発生状況報告書 
 

令和８年××月××日 
（あて先） 

豊中市教育委員会 

申込者  住所  豊中市豊中町１－１－１    

 

名前  豊中 太郎          
                           （未成年者の場合は保護者） 

  

下記のとおり事故が発生しましたので報告します。また市が主催する活動及び行事に係

る見舞金の支給を申込します。 

被 害 者 

住 所 豊中市豊中町１－１－１      電話 ××××－×××× 

名 前
ふ り が な

 豊中
とよなか

 花子
は な こ

          男・女 

生年月日 明大昭○平   20 年 ５月 １日生       １８ 才 

事 業 名 ××公民分館体育祭 
実施日時 

令和８ 年 6 月2１日 

 午前・午後 9 時 30 分 

事故発生日時 
令和８年６月2１日（日） 午前・午後・ １０ 時 ３０ 分 

事故発生場所 

 ××小学校運動場 

 

 
     往復経路途中の事故の時は､裏面に地図を書いてください｡ 

 

 

  

 

事故発生状況 

原因(詳細に記入) 

 障害物競争参加中、平均台を渡っているとき、右側へ落下した。 

 その時、体を支えるため右手を出したが、平均台で右手首を強く

打った。 

傷 病 名  右手首打撲 

医 院 名 
 ●●中央病院 

豊中市南豊中町３－３－３    ℡ ○○○○－○○○○ 
※医師・柔道整復師の免許がない医院での治療は保険の対象になりません。 

上記の報告事項について相違ないことを確認します。 

令和８年６月２２日 

 

×× 公民分館   

分館長  曽根 次郎  ○印  

 ※この報告書は、事故発生後１ヶ月以内に提出して下さい。 
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地 図   （往復経路途中の事故の場合に記入してください） 

 

  

 
  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

                        Ｎ  

                       ↑  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※自宅、事業の実施場所、事故発生場所がわかるように書いてください。 
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＜見舞金様式 ２＞ 

通院・入院日数報告書 
   令和８年  月  日 

 
（あて先） 

豊中市教育委員会 

申込者   住所  豊中市豊中町１－１－１ 

 

      名前  豊中 花子 
（未成年者の場合は保護者） 

      年   月   日付で報告しました事故について、被害者の傷病が完治しましたので、

通院・入院日数について下記のとおり報告します。 

 

被害者 

住所  豊中市豊中町１－１－１ 
℡ ××××－×××× 

名前  豊中 花子 

傷病名  右手首打撲 

通  院 

 

 

計 ４日 

６／２４   ６／２５   ６／２７   ７／１   

 

／     ／    ／      ／      ／      

 

／     ／    ／      ／      ／     

 

入  院 

 

 

計  日 

／     ／    ／      ／      ／      

 

／     ／    ／      ／      ／      

 

／     ／    ／      ／      ／      

 

 

上記のとおり相違ありません。                          ××年××月××日 

                           医院名  □  □  □   病院    

                           医師名  ○  ○   ○  ○    ○印  

☆入院または６日以上の通院をしたときは、医院の確認印をもらってください。 

☆５日以下の通院の場合は、支払い領収書のコピー（病院などが発行）を添付してください。 

記入例  

担当公民館への提出日を記入してください  

空欄にしておいて下さい  
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個人情報の取扱に関する同意書 

 

（同意日）        

年  月  日 

 

豊中市長 あて 

 

 

住所  豊中市豊中町１－１－１   

 

   氏名   豊中  太郎     印 

 

 

 

私は、    年  月  日の事故に係わる個人情報の内容について、全国市長会保険引受幹

事保険会社の社員またはその委託を受けたもの（以下「保険会社」といいます）に提供し、下記のと

おり取り扱われることに同意します。 

 

 

記 

 

 

１．豊中市は、保険会社から保険金支払を受けるために、必要な次の私の個人情報（   囲みの内

容）を、保険会社に提供すること。 

 

 

 

 

 

 

２．保険会社が、保険金支払等の業務上必要とする範囲で、取得・利用を行い、業務委託先、医療機

関、修理業者、損害賠償請求に関する関係先、等に提供あるいは登録を行います。または、これら

の者から提供を受けることがあります。 

 

以上 

 

氏名・性別・年齢（未成年者の場合は保護者氏名）・住所・電話番号、事故の発生状況の他、身体事

故の場合は身体事故の程度・部位・症状、治療病院の名称・電話番号、財物事故の場合は、所有者

の氏名・住所、損壊財物の名称、損壊の程度、修理業者名（担当者名、電話番号）・損害見込額、等 
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市長会保険・見舞金 共通様式２                       

口座振替（銀行振込）依頼書 

令和８年（2026年）  月  日 

  

 豊中市会計管理者 様 

 

                    住所： 豊中市豊中町２－１－１     

                    名前：  豊中 花子      ○印    

                    電話： ０６－××××－××××    

 

   下記のとおり口座振替（銀行振込）を依頼します。 

 

記 

 

振込先金融機関  豊 中     銀行・信用金庫・農協・信用組合・労働金庫 

支店名        曽根中央     支店 

種別     ○1 ．普通           ２．当座 

口座番号 ○○○○○○○○ 

（ふりがな） 

口座名義 

とよなか はなこ 

豊中 花子 
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公民分館活動交付金Ｑ&Ａ 

 

種別 No. 問 回答 

体育祭 1 
体育祭開催の経費については、交

付金額の６０％以内が目途か。 

体育祭開催の経費については、交付金額（％

提示）の目途を撤廃しました。 

体育祭 2 
体育祭の景品や参加賞としての食

料品も食糧費となるか。 

会合時の茶菓子など、直接飲食を目的として

購入した場合は食糧費となりますが、参加賞

や記念品的なことを目的として購入した場合

は消耗品費となります。 

体育祭 3 
熱中症予防のためのスポーツ飲

料は消耗品となるか。 

市の規定で熱中症対策飲料は消耗品とされ

ています。なお、熱中症対策として購入した

場合は、支出書の商品名欄にその旨を記入

してください。 

体育祭 

文化祭 
4 

体育祭や文化祭等の物品の運搬

について、タクシーを利用した場合

も交付金の対象経費にできるか。 

領収書などの支払いを確認できるものを用意

し、タクシー代の目的が支出書で確認できれ

ば可とします。 

公民分館

講座 
5 

講師謝礼金（審判謝礼金等）の支

出にかかる源泉徴収義務者は誰

になるのか。 

公民分館長が分館活動交付金で、講師個人

あてに講師謝礼金を支出した場合は、源泉

徴収義務者は公民分館長となります。この場

合、源泉徴収を行い、支払調書（様式は国税

庁のサイトで取得できます）とともに講師謝礼

金をお支払いください。受領した講師個人が

支払調書をもって確定申告資料とすることは

可能です。 

社会見学 6 

バス借上時の領収書には 10 万円

以上でも収入印紙は必要ないと旅

行業者に言われたが本当か。 

税務署への聞き取りの結果、そのような特例

事項はないとのことでしたので、税別 5万円

を超える場合については、相当額の収入印

紙の貼付が必要です。詳しくは、印紙税法を

ご覧ください。（税務署にご相談ください） 

社会見学 7 

社会見学を電車で行った場合も、

見学施設の入館料や電車代は交

付金の対象経費にできるか。 

事前に社会見学としての位置づけや目的を

決めたうえで、支出を確認できる書類が整っ

ていれば参加者の電車代は通信運搬費（分

館役員（分館長、主事は除く）の下見・随行は

旅費）、見学施設の入館料は使用料で交付

金の対象経費とすることができます。 
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種別 No. 問 回答 

公民分館

育成グル

ープ 

8 

公民分館育成グループが使用す

る感染対策の消毒液等の消耗品

を交付金で購入できないか。 

公民分館育成グループの活動経費について

は、各グループが属する連盟・協会等の登録

費のほかは、基本的にはグループの会員の

会費によって賄うものとなります。ただし、公

民分館行事等の感染対策の一環として購入

した消毒液の一部を育成グループの感染対

策として使うことは可とします。 

公民分館

育成グル

ープ 

9 

公民分館育成グループの連盟・協

会登録費を交付金で執行できる

か。 

負担金として、任意団体の構成員としての負

担金は従来通り認めます。但し、育成グルー

プの連盟・協会登録費などは、特定の育成グ

ループへの支援となるため公民分館活動交

付金からの支出を認められません。 

その他 

通信に関

すること 

10 
切手を購入したが、年度中に使い

切る必要はあるか。 

まず、切手の購入に関する精算は、支払書に

購入分の領収書を添付することで交付金の

支出処理は完結します。なお、切手は金券で

すので、その使途（いつ、どういう人々に、ど

のような内容のものを、何通送付したのか）を

明確にするため、切手の使用簿（「受払簿」と

言います）を作成し、管理する必要がありま

す。購入した切手に余剰が生じる場合には、

次年度に繰り越して使用しても構いません。 

その他 

通信に関

すること 

11 

公民分館で使用するインターネット

回線使用料、プロバイダー料、ホ

ームページ管理費 、携帯電話代

を活動交付金で執行できるか。 

契約の団体を公民分館名、代表者を公民分

館長または主事名で契約した場合に限り、通

信運搬費で処理できます。「支払証明書」を

領収書として取り扱うことも可能です。 

その他交

通に関する

こと 

12 

自家用車で公民分館関連の事業・

会議に出席した際の駐車場代に

ついて交付金執行できないか。 

公共交通機関を利用するよりも乗り合い等で

自家用車を利用するほうが経費が安くなる場

合もあることは承知していますが、旅費につ

いては、原則として市のルールに準じた扱い

となっており、職員の自家用車での出張は認

められていないことから、交付金の対象経費

にはできません。 

その他 

交通に関

すること 

13 

乗り合いタクシーを使用した方が

公共交通機関よりも安くなる場合

があるが、その場合、タクシー代

は交付金の対象経費になるか。 

乗り合いでタクシーを利用した場合のほうが

公共交通機関を利用するよりも費用が安くな

る場合があることは承知していますが、市の

旅費の運用は、タクシー利用について災害派

遣等の際に深夜などのため公共交通機関が

使えない場合等に限定されているため、通常

の移動の場合は原則としてタクシー代は計上

できません。 
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種別 No. 問 回答 

その他 

クレジットカ

ードに関す

ること 

14 
個人名義のクレジットカードや電子

マネーは使用できるか。 

社会情勢などを考慮し、令和 5年度より一括

払いのみ使用を認めることとします。名義に

ついては分館長等に限定しません。領収書

の宛名は、それぞれの公民分館としますが、

カード名義人が領収書の宛名になる場合は、

宛名の周囲に分館名を併記するようにお願

いします。 

その他 

クレジットカ

ードに関す

ること 

15 
クレジットカード等の利用回数、決

済金額に上限はあるか。 

上限はありません。上限は設けませんが、ク

レジット代金の引落不足等については自己責

任となります。（耐久性消耗品については、税

込 10 万円未満） 

その他 

クレジットカ

ードに関す

ること 

16 

クレジットカード等で支払う場合、

実際に口座から代金が引落される

のを確認する必要はあるか。 

クレジットカードは使用（決済）されたことを以

て支払（領収）されたものとみなし、口座から

の代金引落し確認を要しませんが、領収書は

必要です。 

その他 

書類作成

に関するこ

と 

17 

支出書の起票日は、発注日・領収

（引き落とし）日・領収書発行日の

どれになるのか。 

行政的な事務の流れとしては、見積・発注→

納品・履行→請求→支払の順となります。公

民分館において形式的には、すべてが同日

であるのが望ましいのですが、現実的には支

払＝領収→起票＝出納→出金の順になると

思われます。「起票日」ですので支出書を作

成した日となります。 ただし、領収日との間

隔が空き過ぎると会計処理上認め難くなりま

すので、注意してください。 

その他 

書類作成

に関するこ

と 

18 
領収書１枚ごとに支出書を１部作

成しないといけないのか。 

領収書１枚ごとに支出書を１部作成すること

が原則ですが、例えば、体育祭の参加賞とし

て購入した物品で、領収日が同じものであれ

ば複数の領収書を１部の支出書にまとめても

構いません。なお、使途目的や費目が異なる

場合は使途目的や費目ごとに支出書を作成

してください。（例えば、体育祭の参加賞品と

競技用具や熱中症対策飲料はそれぞれに支

出書を作成。また、体育祭の参加賞品とプロ

グラム印刷代もそれぞれに支出書を作成。一

般事務用品と体育祭の競技用具もそれぞれ

に支出書を作成します。） 
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種別 No. 問 回答 

その他 19 
活動交付金で電子機器や机・椅子

等を購入することは可能か。 

令和４年度より、管理保管が可能であり、１年

以上使用できるものであって、購入単価税込

１万円以上１０万円未満の机、いす、ロッカ

ー、パソコン本体、プロジェクター、デジタルカ

メラなどについて耐久性消耗品として購入可

能としています。ただし、耐久性消耗品の合

計は税込１０万円未満におさめてください。 

その他 20 

金融機関において団体名だけで

口座を開設しているが、分館活動

交付金の振込先口座としてよい

か。 

振込みは可能ですが、責任の所在がはっき

りしないため好ましくはありません。名義は少

なくとも「●●分館長」+「分館長個人名」とし

てください。（分館長以外の口座への振り込

みを希望する場合は、様式集にある委任状

が別途必要となります。） 

その他 21 

消耗品等を購入の際、一旦、個人

のギフトカード等を使って支払い、

後にギフトカード等を使った個人に

交付金から同額を現金で補填して

もかまわないか。 

交付金制度を使って個人のギフトカードを１０

０％現金に換金する行為になるので不可で

す。 

その他 22 

個人所有のポイントを使って、割

引された残額を支払った。使った

ポイント分も交付金の対象となる

か。 

個人所有のポイントを利用とした場合、その

ポイント分の金額は交付金対象外となりま

す。それを了解の上で個人所有のポイントを

利用することは妨げません。 

その他 23 

支払いによりポイントが付与され

た。ポイントはどのように扱えば良

いか。 

交付金を活用した支払いによって付与される

ポイントは、できるだけ公民分館活動に還元

されるようご協力お願いします。帳簿などで

管理、会計処理する必要はありません。 

その他 24 
クラウドファンディングへの出費は

交付金で執行できるか。 

クラウドファンディング（計画している事業や

新商品の説明をして、賛同してくれる不特定

多数の人々から資金を集めること。出典：例

解新国語辞典）は補助金、寄付金のような性

質の費用の支出となり、分館の自主事業の

運営経費として交付している交付金の制度

の趣旨とはなじまないため、交付金の対象経

費にはできません。 
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種別 No. 問 回答 

その他 25 

インターネットで購入した物が届か

ない（不良品が届いた）。再度購入

しても良いか。 

すぐに再購入するのではなく、販売元との交

渉、解決に努めてください。トラブルを防ぐた

めにもインターネットで購入する場合は信頼

できる販売元から購入してください。 

その他 26 

インターネットで購入した場合等、

領収書の宛名欄は空欄かカード

名義人となり、分館あての領収書

がでない場合はどうするか。 

空欄の領収書には分館で分館名を記入する

ようにお願いします 。カード名義人が領収書

の宛名になる場合は、宛名の周囲に分館名

を併記するようにお願いします。 

その他 27 

公民分館で必要な物だけ購入す

ると送料がかかる。送料を無料に

するため、私用の物もまとめて一

緒に購入しても良いか。 

公民分館と私用の物品が混在し、私的利用

や紛失等のおそれがあります。送料がかかっ

ても別々に購入してください。なお、公民分館

の物品購入にかかる送料は交付金対象で

す。 
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提出書類一覧表 （下記の書類は、担当公民館へ提出してください。） 

担当公民館あてデータ提出可です。ただし、交付金支出書（様式９）は、添付の領収書について

原本提出が必要ですので、紙ベースでの提出をお願いします。 

感熱紙による領収書の場合でも、原本のみ提出でコピー添付は不要です。 

提 出 書 類 様 式 名 提 出 期 日 （ 厳 守 ） 部数 

交付金交付申込書 

交付金事業計画書 

交付金執行計画書 

交付金交付請求書 

委任状（交付金振込口座名義が分館長名以

外の場合のみ提出) 

様式１ 

様式２ 

様式３ 

様式５ 

委任状 

 

 

令和８年 4月１５日（水） 

 

 

※令和８年４月末振込予定 

各 

1 

部 

交付金精算書 

交付金出納簿 

交付金支出書 

様式７ 

様式８ 

様式９ 

 

令和７年度分 

令和８年 4 月 1５日（水） 

 令和８年度分 

令和９年 4 月 1４日（水） 

口座振替（銀行振込）依頼書（分館長用） 

公民分館主事報告書 

様式１０ 

様式１１ 

 

令和８年 4月 1５日（水） 

 

公民分館役員名簿 

公民分館運営委員名簿（様式１３と共通可） 

公民分館育成グループ一覧表 

様式 13 

様式 14 

様式 15 

令和８年５月１１日（月） 

公民分館事業報告 様式１６ 

令和７年度分 

令和８年 4月１５日（水） 

令和８年度分 

令和９年 4月１４日（水） 

分館規約  令和８年５月１１日（月） 

 〈市長会保険・見舞金共通〉 

事故発生状況報告書 

口座振替（銀行振込）依頼書 

〈市長会保険〉 

入院・通院 申告書 

同意書 

個人情報の取扱に関する同意書 

行事にかかる参加者名簿 

〈見舞金〉 

通院・入院 日数報告書 

往復途上の場合は地図 

市長会保険・見舞金様式１ 事故発生後１ヵ月以内 

市長会様式 

 

 

見舞金様式２ 

※治療終了後または事故発生から

最大 180 日後に、速やかに提出し

てください。 

（当該公民分館担当職員に一度相

談してください） 

 

保険金が１０万を超える場合 

診断書が別途必要になります。その際

は、公民館職員へご連絡ください。 

公民分館講座・人権学習講座 

計画書・報告書 
 随時  

公民分館だより  発行後随時 50 部 

※口座番号を提出する場合は、通帳の名義と口座番号のコピー添付をお願いいたします。 



公民分館書類提出スケジュール

内容 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

【当該年度申請分書類】 【当該年度申請分書類】

様式１  交付申請書 様式１３  役員名簿

様式２  事業計画書 様式１４  運営委員名簿

会計関係 様式３  執行計画書 様式１５  育成グループ一覧表

様式５  交付請求書 公民分館規約

(運営委員会等内部の決定を経て提出)

様式１０  振込口座依頼書(分館長用)

様式１１  公民分館主事報告書

様式１２  振込口座依頼書(分館主事用)

(様式４は市から公民分館へお渡しする書類です。)

交付金受領（銀行振込）

【前年度精算分書類】 納付書が届いたら……

様式７  交付金清算書 　残金の振込

様式８  交付金出納簿

様式９  交付金支出書

様式１６  事業報告

【当該年度随時提出書類】

様式２  事業計画書(運営委員会で変更承認のうえ随時提出)

様式３  執行計画書(運営委員会で変更承認のうえ随時提出)

事業関係 分館講座実施計画書(おおむね事業開始の３か月以上前に随時提出。終了後は実施報告書を速やかに提出)

人権学習講座実施計画書(おおむね事業開始の１か月以上前に随時提出終了後は実施報告書を速やかに提出)

【注意事項】

●４月に提出した事業内容に時期や予算額20％以上の変更が発生したと

きに担当公民館に連絡のうえ、提出してください。

【注意事項】

●申請分の書類については、前年度に各分館で決定した新年度の事業計画等に沿って記入してくだ

さい。

●４月に提出した申請分書類の内容にしたがって財務を執行したのち、３月末で会計を締め、執行

した内容をもとに精算分書類を作成します。

●通帳の残金は、出金してもしなくてもかまいません。

●５月提出書類は、新年度になって新しい役員・運営委員が決定してからの作成になります。

【注意事項】

●分館講座実施計画については、提出が遅れますと、広報とよな

かに掲載できませんので、ご注意ください。

万が一、左記の期限より遅れた場合も、必ず実施の１か月前ま

でには提出してください。

日々の支出

￥

様式9

支出書

領収書・

レシート

様式8

出納簿（審査）

支払

（購入）

（審査）
翌4月

前年度精算分書類へ



 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公民分館活動交付金の手引き 

（豊中市公民分館活動交付金執行要領） 

令和８年（2026 年）４月  第 1 版 

豊中市立中央公民館 

〒561-0802 大阪府豊中市曽根東町 3 丁目 7 番 3 号 

電話 06-6866-0555 ファクス 06-6863-4427 

電子メール chuouko@city.toyonaka.osaka.jp 


